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今月の表紙

世界一登り窯
　　『飛龍窯』火入れ式

　２月９日（土）武内町キルンの森公
園にある飛龍窯に２年ぶりに火が入れ
られました。
　去年は、老朽化や地震などで損傷が
激しかったため中止し、復旧工事を行
いました。
　窯の中には全国から申込があった約
5000展の作品が入れられ、４日間通
して窯の中に薪などを投入し、最高
1300度まで窯の温度を上げました。
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平成20年５月分（４月利用分）から水道料金が変わります。平成20年５月分（４月利用分）から水道料金が変わります。
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平成20年５月分（４月利用分）から水道料金が変わります。
平成18年３月１日合併以降、旧市

町の料金でお願いしていた水道料

金が統一料金となります。新料金は

次のとおりです。

料金＝（使用水量－10ｍ）×超過料金　290円＋基本料金　1,700円（税抜き）料金＝（使用水量－10ｍ）×超過料金　290円＋基本料金　1,700円（税抜き）

旧武雄市
旧山内町
旧北方町

1,950円 310円
248円
340円

290円1,876円
1,700円

1,700円
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旧 新 旧 新

※使用料が５ｍまで840円、６ｍ～10ｍは1,785円（税込み）になります。

新料金との比較 （単位：税込み・円）
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引越しされる方へお願い！
○転居されるとき
・引越しの日が決まりましたら次のことをお知らせください。　
（届出書も別途提出ください。）
・お客様番号（領収書、使用料のお知らせをお持ちでしたらご
用意ください）

・住所、氏名、引越し日時、引越し先の住所、電話番号
○転入されるとき
　新しく入居されて水道を使用されるときは、次のことをお知らせ
ください。（届出書も別途提出ください。）

・住所、氏名、電話番号、アパートの場合は、「アパート名」、「部
屋番号」、引越し日時
※なお、開栓時は、お客様の立会いが必要です。
※なお、入居される方には開栓の際に「給水届出書」、料金表を
郵便受けや玄関先においていますので確認してください。

ご注意ください！　
水道使用中止届を出さないと基本料金がかかります。
　水道の使用をやめて解約手続きがお済みでない場合は、使用
しなくても基本料金はそのままかかりますので、至急、届け出てく
ださい。

水道検針にご協力ください。
　毎月１～５日は水道メーターの検針を行っています。正しく検
針ができるようにメーターボックス付近への車の駐車、物の積
載、犬の放し飼いなどはしないようにご協力をお願いします。ま
た、メーターボックス周辺の植栽はご遠慮ください。

お知らせ
○水道メーターについては、計量法により８年毎に交換していま
す。市内において計画的に行っていますが、不具合のあるメー
ターについては、随時交換しますのでご連絡ください。現状を
確認の上、必要があれば交換します。
○最近、水道課職員を装ったり、水道課からの依頼を受けたよう
に思わせて、次のような売込みをする業者が出没しています。

・水道管内の洗浄を勧める
・浄水器などの器具の販売
・お客様からの依頼のない点検
・その他、電話などでの調査のあっせん
　水道課職員や市内の水道指定業者が、このような営業行為を
することはありません。少しでも不審に思われたときは水道課
までお問い合わせください。

水道料金はコンビニでも
お支払いいただけます！

○水道課からお送りする納入通知書に料金を添
えて、お近くの取扱金融機関、水道部庁舎、市役
所税務課、各支所総務課税務係へ期日までに
お支払いください。

○また、バーコードの記載のある納入通知書は、
下記のコンビニエンスストアでも納付できます。
　エーエム・ピーエム、サークルK、セブン・イレブ
ン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ
グループ、ミニストップ、ローソン

水道料金のお支払いは便利な
口座振替をご利用ください。

○取扱金融機関で、預貯金通帳、お届け印、水道使
用量のお知らせや水道料金領収証等をご持参
のうえお申し込みください。
○口座振替日は、毎月月末（金融機関の最終営業
日）です。振替指定日に振替ができなかった場合
は、翌月の月末（金融機関の最終営業日）が再振
替日となります。

○再振替日以後に預貯金口座へ入金されても振替
をすることができませんので、その場合は水道課
にご連絡ください。

水道の閉開栓、漏水事故等のお問い合わせは
武雄市管工事協同組合へ！

○武雄市では平成19年４月から、水道の閉開栓、漏水事故、メー
ター検針の業務を武雄市管工事協同組合に委託しています。

　武雄市管工事協同組合（武雄町大字武雄２００５-６）
　電話（23）２２５０
　土、日、祝祭日も受け付けています 水道料金に関するお問い合わせは　　水道部水道課　　電話（22）２８７４
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